
議案第８２号 

   財産の処分について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１１月１９日 

提出者 杉並区長   岸  本  聡  子     

 

財産の処分について 

旧富士学園について、下記のとおり売却する。 

記 

１ 土地の所在地   所 在 山梨県南都留郡忍野村忍草字膳棚２９９５番３ 

               外７筆 

地 目 宅地及び雑種地 

面 積 １５，７８０．３０㎡ 

２ 建物の概要    本 館 鉄筋コンクリート造２階建 

 １階 ２，７１７．９５㎡ 

              ２階   ９９８．４４㎡ 

職員寮 鉄筋コンクリート造平家建 

 ８４．４２㎡ 

３ 売却予定価格   金２２０，１３６，１１１円也 

４ 売却の相手方   台東区小島一丁目９番２号 

           一般社団法人ＡＲＴ ＯＦ ＬＩＶＩＮＧ 

           代表理事 メタ・ナムニット 

５ 歳 入 科 目   令和７年度 一般会計 財産収入 財産売払収入  

土地売払収入 

 

（提案理由） 

旧富士学園が一般競争入札により落札されたため、財産の売却をする必要がある。 


